
医療と介護の連携の観点から、介護保険事業支援計画(高齢者支援計画)との整合性を図る 

▶ 期間を変更  ５年間 → ６年間 

▶ 在宅医療については、中間年となる３年目においても、数値目標の達成状況の調査、 

  分析・評価等を行う 

基本方針の改正に伴う次期計画の主な変更点 

国 

都
道
府
県 

  基本方針に即して、かつ地域の実情に 
  応じて医療計画を策定 

「医療提供体制の確保に関する基本方針」 地域保健医療計画 

 施策の基本事項や考え方、目標など 

策定に向けたスケジュール(案） 

埼玉県地域保健医療計画(第７次）の策定について 

現行の埼玉県地域保健医療計画の計画期間が平成２９年度末までで

あることから、平成２９年度中に、平成３０年度を初年度とする 

第７次の埼玉県地域保健医療計画を策定する。 

資料１－２ 

 ９月 地域保健医療計画等推進協議会（事務局案の作成）９月２０日 

関係団体・市町村への照会（～１０月） 

１０月 

 

９月定例県議会（行政報告） 

医療審議会（事務局案の報告） 

県民コメント（～１１月） 

１１月 

１２月 地域保健医療計画等推進協議会（素案の作成） 

 １月 医療審議会（諮問→答申） 

 ２月 ２月定例県議会（議案提出→議決） 

 ３月 

 ４月 公表 


